
 

令和３年４月２３日 

 

保 護 者 の 皆 様 へ 

大阪市立鯰江中学校 

校 長 児 玉 光 弘 

 

鯰江中学校における対応について 

 

 

保護者の皆様におかれましては、平素より本校の教育活動にご理解ご協力をいただきありがとうご

ざいます。 

昨日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続き、「緊急事態宣言」の発出に備えての大阪市の

方針が示されました。 

つきましては、大阪市の指針を踏まえて、本校では次の通り教育活動を行ってまいりたいと考えて

いますので、ご理解・ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

なお、新型コロナウイルスに係る対応については、今後変更が生じる場合がありますので、ご承知

おきください。 

 

記 

 

○ 緊急事態宣言の期間中における生徒の学習活動について（4/26～5/7 までの特別対応とする） 

・基本１時限目以降（9:00）～午前中は、家庭にて、当面プリント中心とした学習を行います。 

・家庭学習終了後は 11:30～12:00 までに登校し、健康状態の確認と学活を行い、その後、給食

（12:30）を喫食します。（登校時間までは、自宅で学習活動をするようにお願いします） 

・５、６時限目の時間は、学校にて、家庭で学習した内容を深める学習などを行います。 

・１年生３者面談（4/26～5/6） ⇒ 予定通り実施します。 

 ３者面談期間…１年生は8:30～家庭学習 10:00～10:30までに登校 健康観察・学活 

⇒ その後 家庭で学習した内容を深める学習・給食 下校・３者面談 

 

  ○ ・ご家庭におけるインターネットへの接続等について、今後ご協力をお願いいたします。 

（来週、1人1台学習者端末貸与の手続きのプリントを配布いたします） 

・双方向通信（Teams）について区ごとに接続テストの時間が設定されています。 

 城東区の中学校は5/7 10:50～11:30 となっています（小学校は8:50～9:30）  

   ・ご家庭におけるインターネットの環境が整っていない場合は、学校に相談してください。 

  ○ 5/10（月）以降につきましては、後日連絡いたします。 

 

○ ご家庭で生徒の監護ができない場合や生徒に留守番させることが困難な場合等は、学校に相談

してください。 

○ 部活動 当面原則中止とします。 

 

（問い合わせ先） 

大阪市立鯰江中学校  06∸6933－6943 （平日8:00～18:00） 

 


